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１．建設業を取り巻く状況
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建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に､地域経済・雇用を支え､災害時には、

最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える大きな役割を担う

【ミシシッピ川に係る
高速道路橋の落橋
事故（2007年米ミネソタ州）】
（出典：MN/DOT)

香川・徳島県境無名橋
（鋼２径間単純トラス橋）の
落橋（２００７年）

【インフラメンテナンスの必要性】【災害の応急対応】

▼社会資本の老朽化による被害

建設産業の役割

【通行不能の交差点での応急工事】
（国道443号寺迫（益城町））

【道路啓開（倒木、崩壊土砂の撤去）】
（県道45号阿蘇講公園菊池線）

建設産業の役割

○（一社）熊本県
建設業協会

地震直後より、
熊本県との
「大規模災害
時の支援活
動に関する協
定」により支
援活動を実
施

○（一社）仙台建設
業協会 3月11日地震
直後より避難所の
緊急耐震診断等を
実施。同日午後6時
には若林区の
道路啓開作業を開始

作
業
後

東日本大震災

熊本地震
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（年度）
出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については令和４年度（2022年度）まで実績、令和５年度（2023年度）・令和６年度（2024年度）は見込み、令和７年度（2025年度）は見通し

※平成27年度の建設投資額から建築補修（改装・改修）投資額を新たに計上している
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
令和７年度は約76兆円となる見通し（ピーク時から約10％減）。

○ 建設業者数（令和６年度末）は約48万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約20％減。
○ 建設業就業者数（令和７年平均）は478万人で、ピーク時（平成９年平均）から約30％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（H9年平均）

就業者数
ピーク時比
▲30.2%

478万人
（令和７年平均）

484千業者
（令和6年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲19.5%

75.6兆円
(令和７年度見通し)

建設投資
ピーク時比
▲10.0％

許可業者数のピーク
601千業者（H11年度末）

建設投資のピーク
84兆円（H4年度）

就業者数：619万人
許可業者数：531千業者
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○建設業就業者は、55歳以上が36.6％、29歳以下が11.9%と高齢

化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。

出典：総務省「労働力調査」 （暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１※２

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※１ 平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値 ※２ グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない）

建設業就業者の現状

（％）

＜就業者数ピーク＞ ＜建設投資ボトム＞ ＜最新＞

○建設業就業者： 685万人（H9） → 504万人（H22） → 478万人（R7）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 41万人（R7）

○技能者 ： 455万人（H9） → 331万人（H22） → 296万人（R7）
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全産業（５５歳以上）

建設業：２９歳以下は約１割

全産業（２９歳以下）
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年齢階層別の建設技能者数

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１(25.3%)を占めており、10年後にはその⼤半が引退することが⾒込まれる。
○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12％程度。若年⼊職者の確保・育成が喫緊の課題。

担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めることが必要

出典：総務省「労働力調査」（令和７年平均）をもとに国土交通省で作成※
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20〜24歳

25〜29歳

30〜34歳

35〜39歳

40〜44歳

45〜49歳

50〜54歳

55〜59歳

60〜64歳

65歳以上
（年齢階層）

（万人）

74.9万人
25.3％

35.4万人
11.9％

（※ グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない） 6



475 万円

545 万円

359 万円

465 万円

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

（出典） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※ 年収額＝所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

• R2以降は「生産労働者」の区分が廃止されたため、建設業の「建設・採掘従事者」、「生産工程従事者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して
「生産労働者」の額を推計

年収額
（万円／年）

建設技能者の賃金の推移

＋3.5％全産業（非正規除く）

＋4.9％建設業（生産労働者）

令和7年の対前年伸び率

7



主要建設資材の価格推移

○ 2021年（令和３年）後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰。
○ 2023年以降は資材によって傾向は異なるものの、全体としては高止まりが続いている状況。
○ 足元では、全国的に生コンクリート・セメントの騰勢が続いており、今後の状況を引き続き注視。
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（円／単位）

Ｈ形鋼 異形棒鋼
厚板 生コンクリート
セメント 型枠用合板
ストレートアスファルト 再生アスファルト合材
軽油（ローリー）

2026.3（4月号反映）

型枠用合板 （円／50枚）
2026年3月 ¥87,250    (+0.3%）

(2025年3月 ¥87,000)

生コンクリート （円／10㎥）
2026年3月 ¥237,000 (+14.5%)

(2025年3月 ¥207,000)

軽油 （円／kl）
2026年3月 ¥117,500 (-6.7%)

(2025年3月 ¥126,000)

異形棒鋼 （円／ｔ）
2026年3月 ¥103,500 (-3.3%)

(2025年3月 ¥107,000)

ストレートアスファルト (円／t)
2026年3月 ¥98,000 (-11.7%)

(2025年3月 ¥111,000)

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 (円／10t)
2026年3月 ¥105,500   (+5.0%)

(2025年3月 ¥100,500)

セメント (円／10t)
2026年3月 ¥179,000 (+12.6%)

(2025年3月 ¥159,000)

厚板 （円／t）
2026年3月 ¥130,500 (-4.4%)

(2025年3月 ¥136,500)

Ｈ形鋼 （円／ｔ）
2026年3月 ¥106,000 (-7.0%)

(2025年3月 ¥114,000)

価格推移（東京）

※ 「建設物価」と「積算資料」の平均価格を表示

出典：「建設物価」 （一般財団法人 建設物価調査会）、 「積算資料」 （一般財団法人 経済調査会）を基に国土交通省で作成 括弧内は前年同月比 8
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全て物価等の変更に関する契約変更条項はあった
おおむね物価等の変更に関する契約変更条項はあった
ほとんど物価等の変更に関する契約変更条項はなかった
全て物価等の変更に関する契約変更条項はなかった

資材価格高騰への対応状況

変更契約条項の有無（建設企業向けアンケートより）

全体で約６割が契約変更条項あり
物 価 等 の 変 動 に 関 す
る契約変更条項がある
請 負 契 約 は 、 R6 年 調
査では約６割で前年調
査から改善が見られた。
（R5年調査では５割）

（出典）適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査（令和６年度）,国土交通省

657
(51%)

165
(13%)

466
(36%)

契約変更協議の申出状況

協議を行った

協議の申出を行ったが応じてもらえなかった

協議の申出を行わなかった

N=1288

148
(23%)

475
(72%)

18
(3%)

16
(2%)

契約変更状況

全て契約変更が行われた

一部契約変更が行われた

契約変更は行われなかった

注文者へ申出中のため、契約変更されるか未定である

N=657 資材価格等の高騰の
影響を受けていても、
受注者の申出どおり
に 契 約 変 更 が 行 わ
れるのは、R6年調査
では約２割。

（R5調査では21％）

※元請として請け負った工事が対象

全体
n=1,373

元請工事が主
n=895

下請工事(一次)が主
n=294

元請・下請が同数程度
n=156

下請工事(⼆次以降)が主
n=28

（出典）適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査（令和６年度）,国土交通省 9



建設産業における働き方の現状

52.3% 10.4% 28.2% 4.1%4.6%
0.4%

51.7% 10.7% 29.8% 3.9%
3.4%

0.5%

15.8% 15.0% 46.6% 11.5% 10.7%0.4%

9.0% 15.9% 47.6% 13.8% 12.7%1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
4週8休(週休2日)以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休

29.4% 14.1% 38.7% 9.3% 7.6%
1.0%

28.6% 13.8% 39.6% 9.2% 8.2%
0.6%

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年度報より国土交通省作成

建設業について、年
間 の 出 勤 日 数 は 全
産業と比べて10日多
い。また、年間の総実
労働時間は全産業と
比べて48時間長い。

出典：国土交通省「令和６年度 適正な工期
設定による働き方改革の推進に関す
る調査」
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○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

建設業における平均的な休⽇の取得状況

公共工事の方が、「4週8休(週休2日)以上」の割合が高い

全体

公共工事
の受注が
ほとんど

⺠間工事
の受注が
ほとんど

技術者

技術者

技能者

技能者

技能者
技術者

「4週6休程度」が最多 技術者・技能者ともに４
週８休(週休２日)の確
保ができていない場合
が多い。

1850

1900

1950

2000

2050

2100

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30 R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

産業別年間実労働時間
（時間）

48時間

調査産業計建設業 製造業

31時間

（年度）

○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
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11⽇

10



19,121 19,116 
18,584 

16,263 
15,871 

15,394 
14,754 

14,166 13,870 13,723 13,577 13,351 13,344 13,154 13,047 13,072 

15,175 

16,190 
16,678 

17,704 
18,078 

18,632 
19,392 

20,214 20,409 
21,084 

22,227 

23,600 

24,852 

25,834 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000
公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和2年以降は令和2年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。
注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働
需給の緩和により下降

１４年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施

（円）

H24比R08R07R06R05R04R03R02H31H30H29H28H27H26H25

+94.1%+4.5%→+6.0%→+5.9%→+5.2%→+2.5%→+1.2%→+2.5%→+3.3%→+2.8%→+3.4%→+4.9%→+4.2%→+7.1%→+15.1%全 職 種

+93.4%+4.2%→+5.6%→+6.2%→+5.0%→+3.0%→+1.0%→+2.3%→+3.7%→+2.8%→+2.6%→+6.7%→+3.1%→+6.9%→+15.3%主要12職種

11



２．建設業法改正の概要
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

●適切な⼊札条件等による発注
●災害対応⼒の強化（ＪＶ方式・労災保険加入）

●発注担当職員の育成
●広域的な維持管理
●国からの助言・勧告【入契法改正】

●賃⾦⽀払いの実態の把握、必要な施策
●能⼒に応じた処遇
●多様な⼈材の雇⽤管理の改善

●スライド条項の適切な活⽤（変更契約）

●休日確保の促進 ●学校との連携・広報
●災害等の特別な事情を踏まえた予定価格
●測量資格の柔軟化【測量法改正】

第三次・担い手３法（令和６年改正）の全体像

担
い
手
確
保

インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けられるよう、
担い手確保・生産性向上・地域における対応⼒強化を目的に、担い手３法を改正

生産性
向上

地
域
に
お
け
る

対
応
⼒
強
化

議員立法

公共工事品質確保法等の改正
政府提出

建設業法・公共工事入札適正化法の改正

処遇改善

価格転嫁
（労務費への

しわ寄せ防止）

働き方改革
・環境整備

●ＩＣＴ活⽤（データ活用・データ引継ぎ）

●新技術の予定価格への反映・活⽤
●技術開発の推進

地域
建設業等
の維持

公共発注
体制強化

●標準労務費の確保と⾏き渡り
●建設業者による処遇確保

●資材⾼騰分等の転嫁円滑化
- 契約書記載事項
- 受注者の申出、誠実協議

●工期ダンピング防止の強化
●工期変更の円滑化

●ＩＣＴ指針、現場管理の効率化
●現場技術者の配置合理化

（参考）
◇公共工事品質確保法等の改正
・公共工事を対象に、よりよい取組を促進（トップアップ）
・誘導的手法（理念、責務規定）

◇建設業法・公共工事入札適正化法の改正
・⺠間工事を含め最低ルールの底上げ（ボトムアップ）
・規制的手法など 13



・建設業は、他産業より賃⾦が低く、就労時間も⻑いため、担い手の確保が困難。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

（ 参 考 １ ） 建 設 業 の 賃 金 と 労 働 時 間

建 設 業 ※ 4 3 2 万 円 / 年 2 , 0 1 8 時 間 / 年
全 産 業 5 0 8 万 円 / 年 1 , 9 5 6 時 間 / 年

（ 参 考 ２ ） 建 設 業 就 業 者 数 と 全 産 業 に 占 め る 割 合 (  ) 内

[ H 9 ] 6 8 5 万 人 （ 1 0 . 4 ％ ） ⇒  [ R 5 ]  4 8 3 万 人 （ 7 . 2 ％ ）

背景・必要性

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への

しわ寄せ防止
働き方改革・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁
賃⾦の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ 3 . 1 % ）（ ▲ 1 5 . 0 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和５年度）

概要

○労働者の処遇確保を建設業者に努⼒義務化
国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○「労務費に関する基準」の勧告
・中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と⾏き渡り
 ・著しく低い労務費等による⾒積りや⾒積り依頼を禁止
    国土交通⼤臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代⾦等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努⼒義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

○⻑時間労働の抑制
 ・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）
○ICTを活用した生産性の向上

・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努⼒義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

令和６年法律第４９号
令和６年６月14日公布

⻩⾊部分：令和７年12月12日施行
それ以外：令和６年施行済１．労働者の処遇改善

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律（概要）

令和６年施行により中建審に作成権限が付与
→令和７年12月２日に作成され、実施が勧告
された

３．働き方改革と生産性向上

14



就労状況の改善 → 担い手の確保

１．処遇改善

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

３．働き方改革・生産性向上

第三次 担い手３法（令和６年６月公布）

建設業法改正のポイント

詳細はこちら
↓

15



３．労務費に関する基準について

16



３－１．労務費に関する基準の概要
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中
央
建
設
業
審
議
会
が
勧
告

技能者の処遇改善に向けた新たなルールの導入

労務費確保 のイメージ

技能労働者

「
労
務
費
に
関
す
る
基
準
」

賃⾦労務費

著しく
下回る
⾒積り･
契約を
禁止

労務費

著しく
下回る
⾒積り･
契約を
禁止

労務費

材料費

１次下請

２次下請

発注者・元請

下請
利益等

自社
利益等

雇用
経費

雇用
経費

雇用
経費

自社
利益等
下請

利益等
自社

利益等

適
正
な
労
務
費

適正水準で
受発注

下請契約でも適正
水準を転嫁

原資を確保し
適正な賃⾦を支払い

現状

適正水準が不明 転嫁できない経費増嵩
を労務費圧縮で吸収

適正な労務費が確保されず、
賃⾦が⼗分払われない

発注者 元請・１次下請 ２次下請

○ 建設業者に対し、労働者の知識、技能等の評価に基づき賃⾦⽀払い等を⾏うことを努⼒義務化
（建設業法25条の27） 。

○ 中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成（同法３４条）し、請負契約における適正な
労務費の水準を明確化。

○ 併せて、基準を著しく下回る⾒積り・契約締結を禁止（同法２０条、19条の３）し、違反した業者は指導・
監督（同法２8条）、発注者は勧告・公表（同法２０条） の対象。

これらの措置により、適正な労務費が、公共工事・⺠間工事を問わず、受発注者間、元請-下
請間、下請間のすべての段階において確保され、技能者の賃⾦として⽀払われるようにする。

労務費労務費
労務費

賃⾦

目指す姿

建設工事請負契約に係る特有の課題

適
正
な
労
務
費

令和７年12月実施
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労務費に関する基準の基本的考え方

 「労務費に関する基準」は、技能者の処遇改善により建設業を持続可能なものとするため、「通常必
要と認められる労務費（＝適正な労務費）」を⽰すことにより、適正な労務費（賃⾦の原資）が、公
共工事・⺠間工事にかかわらず、受発注者間、元請-下請間、下請間の全ての取引段階の請負契約にお
いて確保され、技能者に適正な賃⾦が支払われることを目指すものである。

・公共工事・⺠間工事を問わず、契約当事者間での価格
交渉時に参照できる、「建設工事を施工するために通常
必要と認められる労務費」（＝適正な労務費）の相場
観として作成。

・個別の契約において確保されるべき労務費は個々の現場
ごとに異なるため、受注者は⾒積り時（公共工事であれば
⼊札時）に、本基準の考え方に沿って適正に労務費等
を⾒積り、価格交渉・決定することが必要。

・本基準の考え方に比して、著しく低い労務費等による受注
者からの⾒積り、注⽂者からの⾒積り変更依頼、総価での
原価割れ契約について、⾏政が指導・監督を⾏う際の参
考指標としても活⽤。

・技能者の賃⾦水準について、まずは早急に公共工事設計労務単価
水準並とし、他産業並以上への処遇改善を実現することを目指す。

・この水準の賃⾦⽀払いに必要な原資を、公共工事・⺠間工事を通じ
て確保するため、「適正な労務費」を公共工事設計労務単価を計算
の基礎とした水準とする。

（⾼い技能を持つ技能者が施工する必要がある場合等においては、受注者側が労務単価を
割り増して⾒積り、価格交渉により必要な労務費を確保。）

＝ 設計労務単価 × 労働時間
＝ 設計労務単価 × 歩掛 × 数量

通常必要と認められる労務費
＝適正な労務費

「労務費に関する基準」の位置づけ 「建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費
（＝適正な労務費）」の考え方

○労務単価については、設計労務単価を下回る水準を設定しないこと、歩掛については、
当該工事の施工条件・作業内容等に照らして、受注者として責任を持って施工できる
水準を計算して設定することが必要。

○個々の請負契約における適正な労務費確保の円滑化のため、別途、国⼟交通省が、
職種分野別に、標準的な作業内容・施工条件等を前提とした場合の、本基準を踏ま
えた適正な労務費の具体値を、「労務単価×歩掛」の「単位施工量当たり労務費」の
形で「基準値」として公表。

労務費確保のイメージ

建設工事の請負契約特有の課題
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価格交渉における、本基準に沿った適正な労務費の確保をより円滑に進めるため、国⼟交通省において、職種分野別に、本基準を踏ま
えた適正な労務費の具体値を、トンあたり、平⽶あたり等の「単位施工量当たり労務費」の形で「基準値」として公表。

基準値は、専門工事業団体・元請建設業団体・国⼟交通省から成る「職種別意⾒交換会」等を経て決定。
基準値は、標準的な作業内容・施工条件等を前提とした場合の値とし、個別の請負契約においては、受注者が現場ごとに本基準値を

踏まえて労務費等を適正に⾒積もること、また、注文者がそれを尊重することが必要。
※基準値の定めのない職種分野においても、本基準の基本的考え方に沿った「適正な労務費」を確保する必要性に変わりはない。

基準値のフォーマット ※建築工事の原則パターン 基準値の例

※職種分野別に代表的な基準値（東京都の例）を例⽰
※基準値は個別の請負契約においてそのまま適⽤できるものではなく、特殊な気

象条件や現場制約等がある場合には、具体の作業内容や施工条件等を踏ま
え、基準値を補正して労務費を算出する必要がある。

上記を含め、22職種分野133工種（作業）において基
準値を設定済み。（全29許可業種中19業種に対応）

適用条件等基準値職種分野

代表的な歩掛の作業内容︓
建築構造物等の鉄筋の工場加工
及び現場組⽴、コンクリート打設時
における合番
条件︓
RCラーメン構造、階⾼3.5〜4.0m
程度、形状単純 等

71,472円/t鉄筋工事
（建築）

代表的な歩掛の作業内容︓
建築構造物等の合板型枠の加工
及び組⽴、コンクリート打設時の合
番、型枠点検及び保守、型枠の取
外し
条件︓
普通合板型枠、ラーメン構造・地上
軸部、階⾼3.5〜4.0m程度 等

5,291円/㎡型枠工事
（建築）

労務費に関する基準を踏まえた「基準値」の公表
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労務費の基準値の公表状況について

開催した職種別意見交換会と構成員※１

全日本瓦工事業連盟、日本金属屋根協会、
日本建築板金協会

板金・
屋根ふき

全国解体工事業団体連合会解体

鉄骨建設業協会鉄骨

日本推進技術協会、日本トンネル専門工事業協会トンネル

全国防水工事業協会防水

日本圧気技術協会潜かん

日本発破・破砕協会さく岩

ダイヤモンド工事業協同組合切断穿孔

建築開口部協会、全国板硝子工事協同組合連合会、
全国板硝子商工協同組合連合会、全国タイル業協会、
日本サッシ協会、日本タイル煉瓦工事工業会

タイル・
サッシ・
ガラス※２

日本エクステリア建設業協会エクステリア

日本橋梁建設協会、日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会、
プレストレスト・コンクリート建設業協会、
プレストレスト・コンクリート工事業協会

橋梁

全国警備業協会警備

日本造園組合連合会、日本造園建設業協会造園

全国管工事業協同組合連合会、日本管路更生工法品質確保協会上下水道

日本左官業組合連合会、日本土間業組合連合会土間

（全職種共通）建設産業専門団体連合会、全国建設業協会、
全国中小建設業協会、日本建設業連合会

日本型枠工事業協会型枠

全国圧接業協同組合連合会、全国鉄筋工事業協会鉄筋

住宅生産団体連合会、全国建設労働組合総連合、
全国工務店協会、全国住宅産業地域活性化協議会

住宅分野

日本左官業組合連合会左官

全日本電気工事業工業組合連合会、日本電設工業協会電工

日本計装工業会計装

日本塗装工業会塗装

全国建設室内工事業協会、全日本畳事業協同組合、
日本建設インテリア事業協同組合連合会、
日本室内装飾事業協同組合連合会、日本畳産業協会

内装

全国管工事業協同組合連合会、全国ダクト工業団体連合会、
日本空調衛生工事業協会、日本配管工事業団体連合会
日本保温保冷工業協会、日本冷凍空調設備工業連合会

空調衛生

全国圧入協会、全国基礎工事業団体連合会、
全国クレーン建設業協会、全国コンクリート圧送事業団体連合会、
全国特定法面保護協会、日本アンカー協会、日本ウェルポイント協会、
日本機械土工協会、日本基礎建設協会、日本グラウト協会、
日本建設あと施工アンカー協会、日本建設躯体工事業団体連合会、
日本鳶工業連合会

とび・土工

凡例

 令和６年１１月以降、これまでに計25の職種別意見交換会を実施。

 職種別意見交換会では、各業界の実情に応じた「労務費の基準値」の示し方や、これに当たっての留意点、実効性確保の具体策について議論。

 令和８年３月までに、22職種分野133工種（作業）について、「労務費の基準値」を公表。（建設業許可業種全29業種中19業種の何らかの作業に対応）

 引き続き調整中の職種から検討を進めつつ、その他の職種についても業界団体からの意向を踏まえて順次対応。

※１記載順は、職種は開催順・団体名は五十音順
※２引き続き調整中の基準値を含む

：公表済み（R８年３月時点）
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３－２．実効性確保策
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○ 「労務費に関する基準」により、公共工事・⺠間工事を問わず、下請取引を含めて
適正な労務費（賃⾦の原資）を確保するとともに、「CCUSレベル別年収」による、
個々の技能者の経験・技能に応じた適正な賃⾦の⽀払いを目指す。

労務費に関する基準を軸とした適正賃金支払いの実現

発
注
者

元
請

下
請

適正労務費 適正労務費

技能者 (CCUSレベル4)

技能者 (CCUSレベル3)

技能者 (CCUSレベル2)

技能者 (CCUSレベル1)

労務費等を内訳明示した⾒積書

技
能
労
働
者

適正賃⾦

労務費等を内訳明示した
⾒積の商慣⾏化

技能者を⼤切にする
企業の⾃主宣⾔制度

CCUSレベル別年収
の⽀払い

コミットメント制度
の導入

国・団体による様式例の提供等
を通じ⾒積書における労務費等

の内訳明⽰の商慣⾏化

適切に技能者を処遇する
優良事業者を⾒える化・

優先選定する仕組みを導⼊

請負契約の注⽂者が、受注者
の適正な労務費・賃⾦⽀払い

を確認する仕組みを導⼊

技能者の技能・経験に応じた
設計労務単価水準の賃⾦として

CCUSレベル別年収を推進
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○専門工事業者向けに労務費・必要経費等を内訳明示した⾒
積書の様式例（詳細版・簡易版）及びその記載要領（「書
き方ガイド」）を提示

⇒⾒積書様式例については、各専門工事職種の取引の事情に
応じ、専門工事業団体においてアレンジして活⽤可能

○ 労務費に関する基準の勧告とあわせ、国⼟交通省において、本基準に基づく価格交渉時の留意点等の詳細を整理
した「『労務費に関する基準』の運⽤方針」を提⽰。

○ 本基準において位置づけられた適正な労務費が請負契約において適切に確保されるよう、労務費等を内訳明⽰し
た⾒積書の提出・尊重等の、「基準」「運⽤方針」等に沿った新たな商習慣の定着を図る。

「労務費に関する基準」の運用方針について

○「労務費に関する基準」に基づく取引について、計71の運用方
針を提示

① 基準に関する基本的な考え方・取扱い（方針１〜１５）
・・・「通常必要と認められる労務費（基準値）」と異なる額での⾒積りの

取扱いについて
・・・精算を⾏うことに係る考え方について 等

② 受注者の対応（方針１６〜２４）
・・・受注者が、再下請負先からあらかじめ⾒積りを取らずに、注⽂者に対

して⾒積書を提出する場合の取扱いについて 等
③ 注文者の対応（方針２５〜３５）

・・・注⽂者側から様式を指定して⾒積りを求める場合について 等
④ 発注者-元請（総合工事業者）間の⾒積り・契約における

対応（方針３６〜５６）
・・・⺠間発注者として、どのように建設工事の予算を決めるべきか
・・・発注者は⾒積期間をどのように確保すべきか
・・・元請（総合工事業者）が発注者に提出する⾒積書についても、労

務費の内訳明⽰をしなければならないのか。等
⑤ コミットメント制度における取扱い（方針５７〜７１）

・・・コミットメント制度のメリットについて 等

運用方針の構成

↓運用方針はコチラのページから↓

「労務費に関する基準ポータルサイト」 24



⾒積番号

⾒　積　書
令和 年 月 日

御中

所属部門/担当

TEL: - - FAX: - -

工 事 名
工 事 場 所
⾒積有効期限 令和 年 月 日 まで

⽀ 払 条 件
工 期 自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

受 渡 場 所
そ の 他

【A】⾒積⾦額合計(税抜) - 消費税額 -

【A'】⾒積⾦額合計(税込) - 税率

⾒積書合計⾦額（税抜）（A）の内訳　 ※自由記載欄

※⾒積⾦額合計(税抜)（A） -
うちXX作業 -
うちYY作業 -
うちZZ作業 -
うち〇〇資材 -
うち××費 -
うち法定福利費 -
うち建退共掛⾦ -
うち安全衛生経費 -
うち諸経費 -

会社名　

住所:

10%

内　訳 ⾦　額（税　抜）

⾒積書作成・交渉

「建設工事の見積書様式例 徹底 書き方ガイド（運用編）」について

「書き方ガイド（運用編）」
の参照

労務費等を内訳明⽰した⾒積書
に係る課題・疑問が発生

 労務費等を内訳明⽰した⾒積書の作成・交渉シミュレーションをするモデル事業を実施
 これにより把握された課題について、対応策をＱＡ形式で「書き方ガイド（運用編）」

としてとりまとめ
 同様の課題に直面した際に、事業者を補助する資料として活用を想定

労務費等を内訳明示した
⾒積書の作成・価格交渉の

円滑化

新たな商習慣の定着

モデル事業（R7.10~12）︓ 事業者において、専門工事業団体等が作成した新様式にて⾒積書を作成し、
請負上位者との交渉のシミュレーションを実施
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建設技能者を大切にする企業の自主宣言（「職人いきいき宣言」）について

■ 効果■ 参加の流れ

■ 宣⾔項目

1.⽴場選択︓①元請事業者、②下請事業者、③発注者
2.項目検討︓必須項目、任意項目について対応検討
3.申請 ︓１．２．を以て国交省に申請
4.公表 ︓国交省HPに掲載

労務費確保・賃⾦⽀払い
等のための取組

■ 「建設キャリアアップシステム利⽤拡⼤に向けた３か年計画」（R6.7）において、改正建設業法に基づく取組と
CCUS を活用した取組を一体として、技能者の処遇改善を図る方向性を⽰した。

■ この方向性に沿って、処遇改善に取り組む企業が評価され、サプライチェーン全体で処遇改善に取り組むようになる
ための枠組みとして、 「建設技能者を⼤切にする企業の⾃主宣⾔」が創設。

■ 宣言企業は、令和８年７月１日以降の経営事項審査の申請において、加点予定。

CCUSの活用

宣⾔企業との取引優先 取引先の選定に当たり、宣⾔を⾏っていることを考慮すること。

全ての現場において、技能者の就業履歴
蓄積の環境整備・促進に取り組むこと 等

雇⽤する全ての技能者について、
詳細型の技能者登録を⾏うこと

技能者の適切な処遇を確保するための取組を⾏うこと 等
元請事業者から提出される、労務
費等が内訳明⽰された⾒積書の
内容を考慮・尊重すること

元請事業者 下請事業者 発注者

 就業者に選ばれ、安定的な事業活動の実現
 サプライチェーンの中で適切に評価される

宣言企業は、
• 国交省HPで公開される
• シンボルマークの使⽤が可能となる
• 経営事項審査における加点等のインセンティブ

計︓1,887社■ 宣⾔状況（2026年3月末現在）

その他 例）・事務作業/現場作業におけるICT化を推進すること
・外国⼈就労者の就労環境の向上に取り組むこと 等

必

須

任
意
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【加点措置の要件】
・ 審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていること

【誓約内容】
・ 自主宣言制度において宣言した取り組みについて、取組開始日以降⾏う⼜は⾏っている旨の誓約

宣言日 審査基準日取組開始日審査基準日

宣⾔した取り組みを
取組開始⽇以降に⾏っている
誓約をしている場合に加点

宣⾔した取り組みを
取組開始⽇以降に⾏う

誓約をしている場合に加点

改正後改正前審査項目

10点15点⺠間工事を含む全
ての建設工事

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
5点10点全ての公共工事

5点
（新設）ー「建設技能者を⼤切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無

令和８年７月１日以降の申請で適用
経営事項審査の改正について

 『建設技能者を⼤切にする企業の⾃主宣⾔制度』の宣⾔の有無」（新設）
 第三次・担い手3法の全⾯施⾏を受け、労務費確保等のための取組とCCUSの活⽤について積極的に推進することにより技

能者を⼤切にする企業を評価する項目を設定するため、「建設技能者を⼤切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を評
価することとした。

 あわせて、「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を⾒直しを
⾏うこととした。
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技能者にカードを交付

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場⼊場の際に
カードタッチで履歴を蓄積

ピッ！

工事情報を登録し、
カードリーダーを設置【技能者情報】

・本⼈情報
・保有資格
・社会保険加⼊ 等

社会保険加⼊の確認、施工体制台帳の作成 など

建設キャリアアップシステム（CCUS）の目的

28

目的

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場就業履歴等を業界横断的に
登録・蓄積し、 技能・経験に応じた適切な処遇につなげようとするもの

技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、①若い世代がキャリアパスの
見通しをもて 、②技能者を雇用し育成する企業に人が集まる建設業を目指す

また、社会保険加入の確認や施工体制の確認などの現場管理を効率化し、生産性
向上を目指す

技能者の処遇

人材確保

生産性向上

経験や資格に応じたレベル判定

経験・技能に応じた処遇

現場管理での活用

レベルに応じた賃⾦⽀払い

就業履歴の蓄積 能⼒評価の実施技能者・事業者の事前登録

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

見習い

中堅
技能者

職長

登録基幹
技能者

指導者

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定



CCUSレベル別年収の概要(令和8年4月改定）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価が賃金として支払われ

た場合に考えられるレベル別年収を算出。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通しを持てる産業を目指す。

◎目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値以上の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払い

状況の事業者については、請負契約において労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認する。

ブ ロ ッ ク 別 （ 全 分 野 ） （ 年 収 ） 本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

レベル4 (単位：万円)レベル3 (単位：万円)レベル2 (単位：万円)レベル1 (単位：万円)

( 標準値 ～ 目標値 )( 標準値 ～ 目標値 )( 標準値 ～ 目標値 )( 標準値 ～ 目標値 )

572 ~ 754以上472 ~ 664以上444 ~ 599以上395 ~ 535以上全 国

526 ~ 694以上434 ~ 611以上408 ~ 551以上363 ~ 492以上北 海 道

604 ~ 797以上498 ~ 701以上469 ~ 632以上417 ~ 565以上東 北

606 ~ 800以上500 ~ 704以上470 ~ 635以上418 ~ 567以上関 東

590 ~ 779以上487 ~ 686以上458 ~ 618以上407 ~ 552以上北 陸

603 ~ 796以上498 ~ 701以上468 ~ 632以上416 ~ 565以上中 部

560 ~ 739以上462 ~ 651以上435 ~ 587以上386 ~ 524以上近 畿

489 ~ 645以上403 ~ 568以上379 ~ 512以上337 ~ 457以上中 国

525 ~ 693以上433 ~ 610以上408 ~ 550以上362 ~ 491以上四 国

555 ~ 732以上458 ~ 644以上431 ~ 581以上383 ~ 519以上九州・沖縄

603 ~ 792以上490 ~ 692以上468 ~ 631以上416 ~ 563以上参考①特殊作業員

506 ~ 665以上412 ~ 581以上393 ~ 530以上350 ~ 473以上参考②普通作業員

• CCUSレベル別年収は、公共事業労務費調査（令和７年１０月調査）の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成

• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「目標値」の値は平均以上、「標準値」の値は下位15%程度の当該ブロックの年収相当として作成

＜算出条件＞
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建設工事標準請負契約約款におけるコミットメント条項の新設

改正内容

経緯

 「労務費に関する基準」において、その実効性確保策として、契約当事者によるコミットメ
ント制度の活用を通じた労務費・賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられた

 受注者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、雇用する技能者や直接の下請事業者
に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の
提出を求めることができる規定を導入【公共・民間（甲・乙）・下請】

 契約当事者の任意で利用できる選択条項として追加。

 労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の
導入を約する条文（A）を基本としつつ、状況に応じて発注者・元請間、元請・一次間など
個々の契約段階において個別に導入を約する条文（B）についても選択可能とし、できる
ところから活用を推奨

◆労務費に関する基準（抄）

第３章 本基準の実効性を確保するための施策

（３）支払段階において適正な水準の労務費・賃金を確保するための取組

②コミットメント制度を通じた適正な支払いの担保

・労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項（総称して「コミットメント制度」とする）を
標準請負契約約款に導入するとともに、サプライチェーン全体の個々の取引における活用を推奨することにより、
契約当事者間において適正な水準の労務費・賃金支払の状況等を確認できる仕組みを構築することが適切である。
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コミットメント条項について（ポイント）

（１）コミットメントの趣旨

・個々の取引において適正な労務費が支払われ、末端の事業者まで行き渡ることが重要

・行政による監督指導を補完する仕組みとして、契約当事者間において、労務費や賃金の支払いに
ついて約束し、確認することを可能とするのが「コミットメント条項」である

（２）コミットメントする（約束する）内容について

①適正な賃金を雇用する技能者に支払う

②適正な労務費を下請事業者に支払う

③下請事業者との間で、コミットメント条項を含む下請契約を締結する ※（A）導入の場合

④①～③について、注文者の求めに対して、関係書類（※）を提出する（情報開示する）
※①については誓約書、②及び③については契約書の写しで可

（３）コミットメント条項の導入について

・全ての標準約款（公共・民間（甲・乙）・下請）に、「選択条項」として追加（契約当事者の任意で導入）

・コミットメント条項を導入する場合、以下の（A）（Ｂ）のパターンから選択

（A）①②に加え、③を約する（下請契約においてもコミットメント条項の導入を約する）

（B)①②のみを約する （下請契約においては個別に導入を判断する）

・労務費の行き渡り確保の観点からは（Ａ）を基本としつつ、（Ｂ）も選択可能とすることで、

導入可能なところからの活用を推奨
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 建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な労務
費の確保・行き渡りを図るべく、令和６年６月に第三次・担い手３法が改正された。

 公共工事においては、令和7年12月12日に完全施行された、入契法第12条及び第13条の規定によ
り、公共工事の入札時に応札者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、公共発注者は提
出された書類内容の確認等必要な措置を講じなければならない。

 公共発注者は入札金額の内訳の記載内容を確認することになるが、労務費等の適正性を調査する方
法の１つが「労務費ダンピング調査」である。

 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン」は、「労務費ダンピング調査」の
対象となる内容の概説や、使用する入札金額の内訳の事例及び具体的な実施方法について留意点を
まとめた内容である。

労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン 概要

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
（入札金額の内訳の提出） ※改正部分（赤下線）

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳（材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確
保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。）を記載した書類を提出しなけ
ればならない。
（各省各庁の長等の責務） ※改正無し

第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するた
め、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
２ 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国
土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなけ
ればならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則（令和六年国土交通省省令第百五号）
（適正な施工を確保するために不可欠な経費） 規定（赤下線）

第一条 一 法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。）
二 安全衛生経費（平成二八年法律第百十一号）第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）
三 建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建
設業に係るものをいう。）に係る掛金
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労務費ダンピング調査の実施

労務費ダンピング調査の一例
（低入札価格調査制度の場合）

※最低制限価格制度も同様フローあり

※なお、施工体制確認型総合評価落札方式を導入している
場合は、同方式に位置付けられているヒアリング等で労務
費を確認していることから、施工体制の確認をもって労務
費ダンピング調査を実施したものとみなす。

 入札金額の内訳に記載されている直接工事費が「一定水準」以上か、確認を行い「一定水準」を下回
る場合には対面又は書面等にてその理由の確認を行う。

 「一定水準」は、直接工事費（官積算額）に係数（※）を乗じて設定する。（※ 係数は中央公契連モデル
で使用されている９７％を基本とする。）

○低入等で原則適用額が高いことにより同制度の対象
工事数が少ない団体など、ダンピング対策の実施が
十分でない団体もある。

○各公共発注者は、低入等を行う対象工事の拡大（原則
適用額の引き下げ）等、適切に取り組みを求めるが、
実務上直ちに対象工事の拡大が困難とも想定される。

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度に該当しない場合

よって、少なくとも実施すべき労務費（直接工事費）部分
の確認方法として、低入及び最低制限に該当しない場合
は、予定価格以下、かつ最低の価格で申し込みをした者が
落札候補者となるため、この落札候補者を対象として、
「労務費ダンピング調査」を実施する。

公共工事での対策
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「労務費に関する基準」に関連した建設業法令遵守の対応

不適正な取引行為類型

「駆け込みホットライン」は、これまでは電話による情報提供の方法が中心であり、
通報内容のやり取りをするために要する時間や通話費用など通報者への負担となっ
ていた。
今般の情報収集フォームの開設により、通報対象となる違反事項をリストから選択

できるようにする等の工夫により、通報に要する時間を短縮する改善が図られ、違
反情報の提供を行いやすい環境を整えた。

① 単価を見直さない据え置き

② 一律一定比率等の減額

③ 予算額を前提とした指値

④ 相見積等を基にした指値

⑤ 取引関係維持等を意図した減額

⑥ 工事条件を考慮しない価格設定

 通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るおそれのとなる見積りの
やりとり

 書面契約の取り交わしの再徹底等
 受注者による通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期の禁止
 受注者による通常必要と認められる原価に満たない金額の請負契約の禁止
 請負契約における賃金・労務費の適正な支払いに係るコミットメント条項
 取適法改正に伴う所要の改正

主な改訂内容

「駆け込みホットライン」の情報収集フォームの開設

通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集建設業法令遵守ガイドラインの改訂

建設Ｇメンによる調査において、通常必要と認められる労務費を著

しく下回るおそれとなるような、不適正な見積りのやりとりによる取

引行為を類型化し、「取引事例集」として公表。

改正建設業法において新たに規定された各種規制事項について、

元請下請間および発注者受注者の各法令遵守ガイドラインを改訂。

改正建設業法の全面施行を受けて講じた措置

建設Ｇメンと関係省庁の連携強化

中小企業庁との連携 （取引Gメンとの情報連携） 厚生労働省との連携

中小企業庁による「価格交渉促進月間フォローアップ調査」の結果

公表について、「発注者リスト（※）」に掲載された建設業者に対する調

査の端緒として活用する。また、取引Gメンとの情報共有等の連携の

在り方について検討を進める。

建設Gメンが法令違反の疑いがある建設業者に対して調査を行う

際、必要に応じて労働基準監督署の同行を求める等の取り組みを引

き続き実施するとともに、情報共有等の連携の在り方について検討

を進める。

※「発注者リスト」 とは、当該調査において10 社以上の中小受託事業者から主要

な取引先として挙げられた事業者について、取引先との価格交渉、価格転嫁等

の状況に関する評価結果を中小企業庁が公表したもの。

※引き続き各都道府県労働局が主催する建設業関係労働時間削減推進協議会な

どの機会を活用し、全面施行された改正建設業法及び労務費に関する基準の周

知を行うなど、法令遵守の啓発活動における連携を継続する。

スマホからも

情報提供が可能
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「労務費に関する基準」の周知について①

○ 改正法の施⾏に際し建設業団体、公共・⺠間発注者等に対し、改正概要や関係者が取り組むべきことを整理した改
正法の施⾏通知を発出するとともに、「労務費に関する基準」や、これを踏まえた商慣⾏の定着に向けて、専用の
ポータルサイトや説明会等を通じた制度の周知を実施。

開催実績
夏:全国10ブロックで開催（対面･オンライン併用10回）

冬:全国10ブロックで開催（対面10回、オンライン3回）

主な参加者
建設業団体、建設企業、⺠間発注者、公共発注者、設計企業 等、
累計約１万２千⼈が聴講。

 「労務費に関する基準ポータルサイト」を開設

 改正建設業法説明会の実施

※トップページの表⽰回数を集計。閲覧数と閲覧⼈数は必ずしも一致しない。

※説明会アーカイブ動画も公開中
（合計視聴回数約１万回（R8.2末 時点））

※説明会に加え、建設業団体・発注者団体等から構成されるCCUS
処遇改善協議会を開催し、周知。

○「基準」本文及び概要資料、改正法の施⾏通知、労務費の基準値、労務費の基準の運用方針
その他基準に関わるあらゆる関連資料を網羅するポータルサイトを開設。

○開設日（12/10）からの累計閲覧数（※）約７万回（R8.2末 時点）
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「労務費に関する基準」の周知について②

○「建設インフルエンサー」の「石男くんチャンネル」とタイアップし、視
聴者から事前に寄せられた質問に回答する形の動画を２本公開。

○合計で約３万７千回視聴（３月24日時点）

 新制度を周知するリーフレットの作成

 建設業関係のインフルエンサーとタイアップした動画の公開

○新制度の要点をまとめたリーフレットを
①元請建設業者と発注者との価格交渉用
②下請建設業者が上位注文者との価格交渉用
の２種類作成し、ポータルサイトに掲載。

○このほか、経団連・日商を通じ、広く⺠間発注者に周知
経団連︓企業・団体会員1,726者（企業会員 1,574 団体会員 152）に対し

て、メールでの周知
日商︓ 全国515商工会議所に対しメールにて周知するとともに、日商HP

において掲載
「労務費に関する基準」に係る周知について（国土交通省）
https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0226134614.html

※画像はYoutube 石男くんの建設チャンネルより抜粋

 改正建設業法等に係る施⾏通知の発出
○ 改正建設業法の施⾏にあわせ、改正法の概要、労務費に関する基準の概要、改正法の施⾏を踏まえ「専門工事業者」「総合工事業

者」「公共発注者」「⺠間発注者」「発注者支援業務を担う者」それぞれにおいて取り組むべき事項、関係資料等を整理した施⾏通
知を発出。

○ ポータルサイトに掲載するとともに、建設業団体123者、国・地方公団体・特殊法⼈等の全ての公共発注者、⺠間発注者団体47者等
に対して送付し、傘下の者に対する周知を依頼。
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４．建設業許可・経営事項審査について
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能登半島地震の応急復旧工事での活用実績等を踏まえ、加点対象となる建設機械を追加することで

災害対応力強化を図ることが必要

加点対象機械の拡大
（「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を追加）

持続可能な建設業に向けた①担い手の育成・確保や、「地域の守り手」としての②災害対応力の強化の取組の努力を適正に評

価・後押しするとともに、③建設業許可要件の改正を踏まえた審査項目・基準の見直しを実施。

建設業の処遇改善の原資となる労務費の確保・行き渡り等のための取組や、

CCUSの就業履歴の蓄積に関する評価項目を設定することが必要

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況について加点項目として追加（５点）
（審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点）

※あわせて「W1-10：建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を見直し

② 災害対応力の強化

【再掲】１．経営事項審査の改正の視点

令和２年１０月に建設業許可・更新の要件に社会保険加入が追加され、

令和７年１０月以降に経営事項審査を受審する企業は社会保険加入に係る許可要件を当然満たすことに

社会保険加入に関する審査項目を削除（各項目-40点）
（W1-1：雇用保険、W1-2：健康保険、W1-3：厚生年金保険の加入有無に関する減点項目を削除）

③ 令和２年の建設業許可要件の改正を踏まえた見直し

改正の視点

① 担い手の育成・確保

令和８年７月１日以降の申請で適用
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２－(１)『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」（新設）
※「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点の見直し

• 第三次・担い手3法の全面施行を受け、労務費確保等のための取組とCCUSの活用について積極的に推

進することにより技能者を大切にする企業を評価する項目を設定するため、「建設技能者を大切にする企
業の自主宣言制度」の宣言状況を評価することとした。

• あわせて、「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加
点配分を見直しを行うこととした。

【加点措置の要件】
・審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていること

【誓約内容】
・自主宣言制度において宣言した取り組みについて、取組開始日以降行う又は行っている旨の誓約

宣言日 審査基準日取組開始日審査基準日

宣言した取り組みを
取組開始日以降に行っている
誓約をしている場合に加点

宣言した取り組みを
取組開始日以降に行う

誓約をしている場合に加点

改正後改正前審査項目

10点15点民間工事を含む
全ての建設工事

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

5点10点全ての公共工事

5点
（新設）

－「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無

令和８年７月１日以降の申請で適用
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２－(２)「建設機械の保有状況」の改正内容（W7）

40

ショベル系掘削機 ブルドーザー トラクターショベル

モーターグレーダー
移動式クレーン

(つり上げ荷重3t以上）
ダンプ

（土砂の運搬が可能な全てのダンプ）

締固め用機械 解体用機械

高所作業車

現行 自動車検査特定自主検査 製造時検査又は性能検査

不整地運搬車 アスファルト・フィニッシャ

・土砂の運搬等 ・道路舗装

〈参考〉：加点評価の方法：保有する建設機械の台数に応じて最大15点（14台以上保有する場合）の評価

追加

• 地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用され、また定期検査により保有・稼働確認ができる代表的
な建設機械の保有状況を加点評価している。

• 今般、現在の加点対象機械に加え、災害時における一定の活用実績が確認され、かつ、令和６年能登半島
地震において活用実績が確認された「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を評価することとした。

令和８年７月１日以降の申請で適用



２－(３)「社会保険加入に関する評価項目」の削除（改正前：W１-1～W１-3）

41

• 令和元年度の建設業法等の一部改正により、令和２年１０月１日以降の建設業許可の要件に社会保険
（雇用保険・健康保険・厚生年金保険）の加入が追加された。

• 建設業許可の更新期間が５年であることから、令和７年１０月１日以降に建設業許可を保有する建設業
者は社会保険加入を満たしていることとなる。

• したがって、経営事項審査の段階において改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、
建設業者の申請事務効率化の観点も踏まえ、審査対象項目から削除することとした。

評点項目

-40雇用保険の未加入（Ｗ１-１）

-40健康保険の未加入（Ｗ１-２）

-40厚生年金保険の未加入（Ｗ１-３）

Ｗ1-1～Ｗ1-3

審査項目から削除

Ｗ１：建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

令和８年７月１日以降の申請で適用
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技能実習生
建設就労外国⼈
特定技能1号外国⼈
特定技能2号外国⼈
建設技能者数に対する外国⼈建設技能者比率

ベトナム
31,712 (1553)

インドネシア
6,678 (40)

フィリピン
5,649 (14)

中国
2,766(168)

カンボジア
1,723(4)

ミャンマー
1,018(6)

タイ503(2)
ネパール264(5)

その他809(7)

特定技能外国⼈
51,122⼈

(うち2号 1,799⼈)

外国人建設技能者の現状

※ 出所 以下公表値を基に国⼟交通省で作成（外国⼈建設技能者数は特定技能外国⼈、技能実習生、建設就労外国⼈を合計した⼈数）
・全建設技能者数 ︓総務省「労働⼒調査」（暦年平均）をもとに国⼟交通省で作成
・特定技能外国⼈数 ︓⼊管庁の公表資料「特定技能在留外国⼈数」（在留者数推移グラフにおける数値は各年度末時点⼜は各年12月末時点）
・技能実習生数 ︓厚生労働省「外国⼈雇⽤状況」の届出状況まとめ（各年10月末時点）
・外国⼈建設就労者数 ︓国⼟交通省による集計（各年度末時点、2015年度から2022年度まで）

(千⼈)

○ 建設分野で活躍する外国⼈技能者の在留者数は約17万⼈で、全建設技能者数の約６％
○ 在留資格別では技能実習が最多(2025年︓約12万⼈)（ただし、技能実習制度は⼈材育成により国際貢献を⾏うことを目的とした制度）

○ 特定技能2号外国⼈は現在１,799⼈が在留（2025年12月末時点）

国籍・地域別特定技能在留外国⼈数
（2025年12月末時点）

外国⼈建設技能者の在留者数推移
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建設分野における特定技能制度の概要

① 建設業法第３条第１項の許可を受けていること
② 受⼊企業及び１号特定技能外国⼈を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること
③ 特定技能外国⼈受⼊事業実施法⼈(※２)⼜は当該法⼈を構成する建設業者団体に所属し、その⾏動規範を遵守すること
④ １号特定技能外国⼈に対し、同等の技能を有する日本⼈と同等額以上の報酬を安定的に⽀払い、技能の習熟に応じて昇給を⾏うこと
⑤ 賃⾦等の雇⽤契約に係る重要事項について、所定の様式による書⾯で、外国⼈が⼗分に理解することができる言語で事前に説明していること
⑥ １号特定技能外国⼈に対し、受⼊れ後、国⼟交通⼤臣が指定する講習⼜は研修を受講させること
⑦ 国⼜は適正就労監理機関(※３)による巡回訪問等による受⼊計画の実施状況の確認、情報収集、指導・助言に対し、必要な協⼒を⾏うこと 等

○ 建設分野における受⼊企業の基準及び受⼊計画の認定要件【告⽰第２条、第３条】

※１︓出⼊国管理及び難⺠認定法第七条第⼀項第⼆号の基準を定める省令及び特定技能雇⽤契約及び⼀号特定技能外国⼈⽀援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に
鑑みて当該分野を所管する関係⾏政機関の⻑が告⽰で定める基準を定める件(平成31年国⼟交通省告⽰第357号)

※２︓⼀般社団法⼈ 建設技能⼈材機構 (JAC) が特定技能外国⼈受⼊事業実施法⼈として登録されています。
※３︓⼀般財団法⼈ 国際建設技能振興機構 (FITS) が適正就労監理機関として認められています。

（ルート①）
技能実習からの移⾏ 技能実習

受
⼊
計
画
の
審
査

(

国
⼟
交
通
⼤
臣)

在
留
資
格
の
審
査

(

法
務
⼤
臣)

特定技能
２号

技能評価試験
(２号試験等)

並⾏審査が可能

○ 建設分野における「特定技能」の在留資格の取得及び就労の開始に必要な手続き

技能検定１級相当

在
留
資
格
の
審
査

(

法
務
⼤
臣)

在留期間の
更新回数に制限なし班⻑としての

実務経験

特定技能
１号

通算で上限５年まで +

⼀定の専門性
・技能を有し
即戦⼒となる

外国⼈

技能評価試験
(１号試験等)
技能検定３級相当

（ルート②）
技能試験等への合格

日本語能⼒試験

良好に修了

両方に合格

Ａ２相当 建設分野における上乗せの基準

建設業としての内容を定めるもの

+

○ 建設分野における特定技能制度では、業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえた上乗せの基準として、国⼟交
通⼤臣が定める告⽰(※１)において、受⼊企業の基準を設定しており、１号特定技能外国⼈の雇⽤に際しては、国⼟交
通⼤臣による建設特定技能受⼊計画の認定を受けることを求めています。
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特定技能１号
（注２）

現⾏制度

特定技能２号

技能実習３号

技能実習２号

技能実習１号

・対象となる職種・分野の不⼀致
・職種の細分化
・｢帰国｣が制度上の原則

・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等

・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護不⼗分
・不適正な送出/受入れ/監理事例

⾒直し後

特定技能２号
(制限なし)

特定技能１号
(注２)

(５年間)
(注５)

育成就労
(３年間)

(注４)

・対象となる職種・分野が原則
⼀致（注１）

・業務を拡⼤、特定技能１号水
準の人材を育成

・地域に根付き共生できる制度
に

・転籍の制限緩和（注３）
・ブローカー対策等も適切に

・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・関係機関の要件等を適正化

制
限
な
し

５
年

２
年

２
年

１
年

（就労開始までに）
○ ⽇本語能⼒A１相当以上の

試験（日本語能⼒試験（Ｊ
ＬＰＴ）のＮ５等）合格

or
○ それに相当する⽇本語講習

の受講

○ 技能検定基礎級等
＋

○ ⽇本語試験
⇒ これらの試験への合格が本

人意向の転籍の条件

○ 技能検定試験３級や特定技
能１号評価試験

＋
○ ⽇本語能⼒Ａ２相当以上の

試験(ＪＬＰＴのＮ４等)
※ 育成就労を経ずに外国で試験を

受験して特定技能１号で⼊国す
ることも可。

○ 特定技能２号評価試験
＋

○ ⽇本語能⼒Ｂ１相当以上の
試験（ＪＬＰＴのＮ３等）

技能移転による国際貢献を目的とした技能実習制度を抜本的に⾒直し、我が国の人手不⾜分野における
３年間の就労を通じた、特定技能１号水準の技能を有する人材の育成、当該分野における人材の確保を
目的とする育成就労制度が創設（令和９年４月施⾏）

育成就労制度施行後のイメージ
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︓既存分野

ビルクリーニング分野

自動⾞整備分野 宿泊分野

農業分野 漁業分野

外食業分野

造船・舶⽤工業分野

介護分野 建設分野

林業分野

自動⾞運送業分野

木材産業分野

︓既存分野のうち新たな業務等を追加する分野

航空分野

飲食料品製造業分野

鉄道分野

工業製品製造業分野

︓新たに追加する分野

資源循環分野

物流倉庫分野

リネンサプライ分野

※特定産業分野は１９分野、育成就労産業分野は１７分野である（自動⾞運送業分野、航空分野は特定産業分野のみ。）

○ ５年ごとに受⼊れ⾒込数を⽰し、⼈手不⾜の⾒込数と⽐較して過⼤でないことを⽰さなけ
ればならない（基本方針第⼆３（３））。受⼊れ分野は、生産性向上や国内⼈材確保の取組
を⾏った上でなお、⼈手不⾜が深刻であり、分野の存続・発展のために外国⼈の受⼊れが必
要なものに限られる。

○ 受⼊れ⾒込数は、受⼊れ上限として運用するものであるが、令和６年３月の設定時より更
なる生産性向上、国内⼈材確保の取組を⾏うよう⾒直すなどして、精査した。

特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人 計123万1,900人（令和11年３月末まで）

※育成就労については、令和９年４月（制度開始）からの受⼊れ
※１号特定技能外国⼈ 333,123⼈、技能実習生 449,432⼈（いずれも令和7年6月末の在留者数）

分野別運用方針の主要な記載事項
１ 特定産業・育成就労産業分野

２ 人材不⾜の状況・受入れ⾒込数

合計
資源
循環

物流
倉庫

リネン
サプライ

飲食料品
製造業

鉄道航空
工業製品
製造業

木材産業林業外食業漁業農業
自動車
運送業

宿泊
自動車
整備

造船・
舶用工業

建設
ビルクリー

ニング
介護分野

820,000 139,000 3,800 4,400 173,300 5,000 1,000 53,000 17,000 78,000 24,500 23,000 10,000 36,000 80,000 37,000 135,000 
参考：特定技能
（R6.3設定）

805,700 900 11,400 4,300 133,500 2,900 4,900 199,500 4,500 900 50,000 14,800 73,300 22,100 14,800 9,400 23,400 76,000 32,200 126,900 特定技能

426,200 3,600 6,900 3,400 61,400 1,100 119,700 2,200 500 5,300 2,600 26,300 5,200 9,900 13,500 123,500 7,300 33,800 育成就労

1,231,900 4,500 18,300 7,700 194,900 4,000 4,900 319,200 6,700 1,400 55,300 17,400 99,600 22,100 20,000 19,300 36,900 199,500 39,500 160,700 分野全体

（⼈）

必要就業者数

生産性向上

特定技能
育成就労

国内⼈材確保⼈手
不⾜数

就業者数

受入れ
⾒込数
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建設業全体における外国人共生に向けた取組

現状 国⼟交通省の取組 建設技能⼈材機構(JAC)の取組
○ 建設企業等による地域共生の優良事例について表彰を

実施。

 (株)兼藤

○ 特定技能外国⼈や⽇本⼈従業員等に対する教育を
実施。

<取組例>
 無料⽇本語講座（特定技能外国⼈向け）

オンライン日本語講座、⺟国語で学ぶ日本
語講座、建設現場で使える日本語等の講
座を提供

 外国⼈共生講座（日本⼈従業員向け）
異⽂化理解講座や外国⼈に伝わるやさしい
日本語等の研修を実施

○ 業界団体と連携して、地域共生の優良事例のさらなる
横展開を実施。

■ 日建連 「建設業の⻑期ビジョン2.0」策定
(令和7年7月) 
・国や業界団体等の連携により、日本語教育
や日常生活をサポートする体制を整備・充実
する。
・外国⼈材との共生実現に向けた建設業界と
しての取組みを推進する。

 (⼀財)⼾⽥みらい基⾦

今後

○ 国交省の表彰による地域共生の優良事例の紹介や建設技能人材機構(JAC)による地域共生に向けた取組を実施。

○ 優良事例のさらなる横展開やJACによる地域共生に向けた取組の拡充を予定。

外国⼈材とつくる建設未来賞（国⼟交通⼤臣表彰）受賞例

地元神社の例⼤祭への参加 外国⼈のための日本語スピーチコンテスト

○ 教育・生活面の⽀援、地域社会との協働の取組を拡充。

■ 団体内広報誌において外国⼈共生に関する特集企画を実施し、
優良事例等の情報を発信

令和7年6月に「建設分野の外国⼈材育成・確保あり方検討会」（座⻑︓芝浦工⼤ 蟹澤教授）を設置し、外国⼈共生の取組についても検討。

【教育⽀援の充実】
無料日本語講座の拡充、日本社会の理解促進プログラムの提供、
日本⼈従業員向け外国⼈共生講座の拡充等

【生活面の⽀援】
医療受診サポートの提供、日常生活トラブルに対応した損害賠償
保険への加⼊⽀援の提供、⺟国語ホットラインの拡充

【地域社会との協働】
受⼊企業等による優良な事例の収集・抽出・横展開
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建設業に関する各種相談窓口

【受付時間】10:00〜12:00,13:30〜17:00
（土日、祝日、閉庁日を除く）

●労務単価、品確法の運用指針、社会保険加⼊対策
などの建設業に関する様々な相談を総合的に受け
付けます。

●加えて、建設業法令遵守ガイドラインの内容や、
取引に関する法令上の規定などを確認したい場合
の相談も受け付けます。

建設業フォローアップ相談ダイヤル 検 索

センター

東京

【受付時間】
9:30〜17:00
（土日、祝日、年末年始を除く）

 元請・下請間等の取引で「困ったことが起きたが、どうしたら良いかわからない」
という方には､その解決方法をアドバイスし､｢どこに相談したら良いかわからない｣
という方には、相談先である関係⾏政機関、紛争処理機関等をご紹介します。

建設業取引適正化センター 検 索

センター

⼤阪

E-mail:hqt-kensetsugyo110@gxb.mlit.go.jp
※ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

R7.12より、時間・場所を問わずスマートフォン等から、建設業法違反の疑いが
ある取引⾏為についての情報提供が可能となる「駆け込みホットライン情報収集
フォーム」を開設

 『建設業者のための建設業法』や『適正な
下請契約（建設業法令遵守ガイドライン）
』等のテーマで講師を派遣します。

 また、『建設キャリアアップシステム』、
『建設分野における外国⼈材の受⼊れ』、
『社会保険の推進』といった、最近の建設
⾏政における話題等に関しても説明してい
ます。

担 当︓九州地方整備局 建政部 建設産業課
⼈材支援係

九州地方整備局 建設業法セミナー 検 索

48
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